
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

道
府
県
た
ば
こ
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
税

１

加
熱
式
た
ば
こ
の
課
税
標
準
の
算
定
に
用
い
る
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
、
所
要
の
規

定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
三
十
九
条
の
九
の
二
、
第
五
十
三
条
の
二
関
係
）

２

加
熱
式
た
ば
こ
の
課
税
方
式
に
係
る
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
三
十
九
条
の
九
の
二
、

第
五
十
三
条
の
二
関
係
）

第
二

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

前
記
第
一
の
一
の
１
の
改
正
は
平
成
三
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
一
の
２
の
改
正
は
平
成
三
十
四
年
十
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


